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市
は
、
市
政
運
営
に
対
す
る
市
民
の
要

望
な
ど
に
つ
い
て
、
誠
実
か
つ
真
摯
に
そ

の
内
容
を
受
け
止
め
、
よ
り
一
層
質
の
高

い
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
市
民
の
福
祉

の
増
進
を
図
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま

す
。

　
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
要
望
や
意
見
の
中

に
は
、
職
員
の
人
格
を
否
定
す
る
言
動
や

暴
力
を
伴
う
も
の
な
ど
、
職
員
の
尊
厳
を

傷
つ
け
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の

行
為
は
、
職
場
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
ほ
か
、

職
員
に
過
度
な
精
神
的
ス
ト
レ
ス
を
与

え
、
日
常
業
務
に
支
障
が
出
る
ケ
ー
ス
も

見
ら
れ
る
な
ど
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

を
招
く
重
大
な
問
題
で
す
。

　
こ
の
た
め
、
職
員
の
人
権
を
尊
重
し
、

健
全
な
職
場
環
境
と
職
員
の
健
康
を
維
持

す
る
と
と
も
に
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
適
正

に
提
供
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
不
当
な
要

求
や
言
動
に
対
し
て
は
、
毅
然
と
し
た
態

度
で
組
織
的
に
対
応
し
ま
す
。

　
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
し
て

は
、
毅
然
と
し
た
態
度
で
臨
む
と
と
も
に
、

組
織
全
体
で
一
丸
と
な
り
対
応
し
ま
す
。

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
た

場
合
に
は
、
状
況
に
応
じ
て
警
告
を
行
う
、

対
応
を
中
止
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
る

こ
と
が
あ
る
ほ
か
、
悪
質
と
判
断
さ
れ
る

場
合
に
は
、
警
察
へ
通
報
す
る
、
弁
護
士

に
相
談
す
る
な
ど
法
的
に
対
応
し
ま
す
。

　
ま
た
、
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
の
た
め
、
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
つ
く
り
、

職
員
へ
の
周
知
・
啓
発
を
行
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
市
役
所
な
ど
市
の
公
共
施
設
に
啓

発
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
す
る
ほ
か
、
カ
ス
タ

マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
思
わ
れ
る
事
案
に

つ
い
て
は
通
話
内
容
を
録
音
す
る
な
ど
、

カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
未
然
に
防

ぐ
対
策
を
行
い
ま
す
。

何度も繰り返し
経験した

（おおむね６回以上）

数回経験した
（２～５回程度）

29.33%

一度だけ
経験した

経験した
ことがない
48.41%

14.84%

7.42%

昨年 10 月、市職員を対
象にカスハラに関するア
ンケートを実施しまし
た。調査結果によると、
過去２年間でカスハラを
受けたことのある職員
は、約半数の 51.59% と
なっています。

回答者
283 人

Q. 過去２年の間に
カスタマーハラスメントを
受けた経験はありますか？

職員の約半数が
カスハラを経験 カスハラその

 行為
かも !?カスタマーハラスメント

暴言、時間拘束、過度な要求、SNS への投稿・・・

カ
ス
ハ
ラ
へ
の
対
応

どのような行為がカスハラ
にあたるのか広く知ってい
ただくために、カスハラ防
止啓発ポスターを作成しま
した。市役所など公共施設
に掲示しています。

カスハラ防止
啓発ポスターを掲示

千
歳
市
の
基
本
姿
勢

暴行、傷害など
身体的な攻撃

暴
力
を
振
る
う

ぼ
こ

し

さ

ち

せ

じ

ど

ひ
ど
い
言
葉
を
浴
び
せ
る

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
公
開
す
る

脅迫、中傷、名誉毀損、
侮辱、暴言など精神的な攻撃

威圧的な言動

声
を
荒
げ
る

継続的、
執拗な言動

執
拗
に
要
求
を

繰
り
返
す

不退去、居座り、
監禁など

拘束的な行動

長
時
間

居
座
る

差別的な言動

差
別
的
な

言
動
を
す
る

ひ

セ
ク
ハ
ラ
を
す
る

性的な言動

職員個人への
攻撃、要求

人
格
や
能
力
を

否
定
す
る

不当な
金銭などの補償の要求

お
金
を
要
求
す
る

お

不当な
謝罪の要求

土
下
座
を

強
要
す
る

行政サービスに瑕疵・過失が
認められない場合（制度上対
応できないことへの要求など）

千歳市が提供する行政サービ
スの内容とは関係がない場合
（民間企業が提供するサービス
や他の自治体の取り組み、国
の専権事項に関するものなど）

要求の内容が
妥当性を欠く場合
▶

▶

カ
ス
ハ
ラ
に
当
て
は
ま
る
行
為
の
例

要求を実現するための手段・態様
が社会通念に照らして不相当な言
動をいいます。具体的には、左を
ご覧ください。

社会通念上不相当な言動

EXAMPLE

　
カ
ス
タ
マ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
カ
ス
ハ

ラ
）と
は
、「
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
等
」

か
ら
の
ク
レ
ー
ム
・
言
動
の
う
ち
、
要
求

内
容
の
妥
当
性
に
照
ら
し
て
、
要
求
を
実

現
す
る
た
め
の
手
段
・
態
様
が
社
会
通
念

上
不
相
当
な
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
手
段・

態
様
に
よ
り
、「
職
員
」
の
勤
務
環
境
や

業
務
遂
行
を
阻
害
し
、
も
し
く
は
職
員
の

尊
厳
を
傷
つ
け
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

●「
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
等
」と
は

　
「
行
政
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
市
役
所
を

は
じ
め
、
市
の
委
託
業
者
や
指
定
管
理
者

な
ど
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
公
的
サ
ー
ビ

ス
全
体
を
意
味
し
、「
行
政
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
者
等
」
と
は
、
市
民
を
は
じ
め
、
各

種
議
員
や
他
の
行
政
機
関
の
職
員
、
関
係

先
企
業
の
従
業
員
な
ど
、
市
職
員
以
外
を

指
し
ま
す
。

●「
職
員
」と
は

　
市
で
勤
務
す
る
す
べ
て
の
職
員
（
正
職

員
、
再
任
用
職
員
、
任
期
付
職
員
、
会
計

年
度
任
用
職
員
）
を
指
し
ま
す
。

カ
ス
ハ
ラ
の
定
義

※
定
義
は
、「
千
歳
市
職
員
カ
ス
タ
マ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
対
策
基
本
方
針
」（
令
和

７
年
３
月
）
よ
り
。


